
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（２９６）） 

２．日 時：平成２９年８月２５日 １０時００分～１１時２７分 

３．場 所：原子力規制庁 １８階Ｃ会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

山口安全管理調査官、宮本管理官補佐、大塚安全審査官、田尻安全審査官、

津金安全審査官、穗藤保安規定係長、土野技術参与 

 

事業者： 

日本原子力発電株式会社：坂井執行役員（発電管理室長代理） 他９名 

東北電力株式会社：火力原子力本部 原子力部 原子力設備 担当 

中部電力株式会社：原子力本部 原子力部 設備設計グループ 主任 

北陸電力株式会社：原子力本部 原子力部 原子力安全評価チーム 主任 

中国電力株式会社：電源事業本部 担当（原子力運営） 

電源開発株式会社：設備技術室 設備耐震技術タスク 担当 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性のうち

「６条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）」について、提出資料に

基づき説明があった。原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。 

○ 航空機落下確率のうち、基地－訓練空域間の落下について、東海第二発電所

における評価が過度に保守的になることを理由に、χ二乗分布を用いた確率

評価を行ったとしているが、航空機の想定飛行範囲面積等を含め、評価にお

いてどのような条件を考慮したのか具体に整理して提示すること。 

○ NUREG/CR-4407におけるχ二乗分布の確率論的評価への適用性に関する記載

を提示し、原子炉施設における適用例を提示すること。 

 

（２）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料： 

 ・東海第二発電所 設計基準対象施設について 

 ・東海第二発電所 外部火災影響評価について 

・東海第二発電所 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（外部からの衝

撃による損傷の防止（６条）外部火災関連） 


